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１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
三
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
環
境
省
東

北
地
方
環
境
事
務
所
国
立
公
園
・
保
全
整
備
課
長
か
ら
公
共
測
量
実
施
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
作
業
の
種
類

公
共
測
量

二
　
作
業
を
行
う
地
域

鹿
角
郡
小
坂
町
十
和
田
湖
地
内

三
　
作
業
を
行
う
期
間

平
成
十
九
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

告
　
示

◯
肥
料
の
登
録
（
五
一
二
・
水
田
総
合
利
用
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
公
共
測
量
実
施
の
通
知
（
五
一
三
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
常
盤
と
き
め
き
隊

三
　
代
表
者
の
氏
名

小
　
林
　
甚
　
一

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
能
代
市
常
盤
字
四
日
市
四
十
三

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
能
代
市
を
中
心
と
す
る
地
域
を
対
象
と
し
、
多
く
の
住

民
が
農
村
に
暮
ら
す
こ
と
の
誇
り
と
安
心
感
を
享
受
で
き
る
魅
力
あ
る
地

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

◯
新
た
な
土
地
改
良
事
業
施
行
に
係
る
協
議
に
対
す
る
適
否
決
定
及
び

縦
覧
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

教
育
委
員
会
告
示

域
社
会
を
つ
く
る
た
め
、
地
域
内
外
の
人
々
と
の
連
携
や
交
流
の
も
と
、

農
山
村
の
様
々
な
地
域
資
源
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
活
動
を
展
開
し
、

地
域
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
潟
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
東
三
丁
目
三
番
地
二
十
五
　
　
　
　
山
崎
　
直
司

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
二
丁
目
三
番
地
二
十
三
　
　
　
　
相
馬
喜
久
男

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
二
丁
目
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
山
本
　
　
宏

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
三
丁
目
二
番
地
十
七
　
　
　
　
　
後
藤
　
幸
三

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
三
丁
目
二
番
地
十
四
　
　
　
　
　
宮
野
　
武
義

〃
　
　
　
〃
　
　
　
東
二
丁
目
五
番
地
三
十
四
　
　
　
　
倉
石
　
健
司

◯
秋
田
県
指
定
文
化
財
（
史
跡
）
の
解
除
の
無
効
（
一
六
・
文
化
財
保

護
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
安
委
員
会
告
示

◯
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
に
係
る
講
習
会
の
実
施
（
一
三
九
・
警
務

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
二
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

告
　
　
　
　
　
　
示

登

録

番

号

秋
田
県

第
二
百
十
二
号

保
証
成
分
量
（
％
）

そ

の

他

の

規

格

ア
ル
カ
リ
分
四
五
・
〇

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
　
ダ
イ
シ
ン

肥

料

の

種

類

及

び

名

称

副
産
石
灰
肥
料

パ
ワ
ー
カ
ル

住
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
男
鹿
市
船
越
字
堂
の
前
三
百
二
十

八
番
地
二

登
録
の
有
効
期
間

平
成
十
九
年
十
月
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
二
年
十
月
十
六
日
ま
で

生
　
　
　
　
産
　
　
　
　
業
　
　
　
　
者
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２

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
東
二
丁
目
三
番
地
二
十
五
　
　
　
　
工
藤
　
貞
夫

男
鹿
市
角
間
崎
字
楢
沢
十
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
藤
　
俊
人

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
下
川
原
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
金
一

山
本
郡
三
種
町
鵜
川
字
大
曲
家
の
上
三
十
二
番
地
二
十
五

成
田
　
孝
一

〃
　
　
〃
　
　
鹿
渡
字
石
田
二
十
一
番
地
二
　
　
　
　
　
近
藤
　
喜
好

二
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
三
丁
目
二
番
地
十
四
　
　
　
　
　
宮
野
　
武
義

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
三
丁
目
二
番
地
十
七
　
　
　
　
　
後
藤
　
幸
三

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
二
丁
目
三
番
地
十
　
　
　
　
　
　
三
留
　
達
也

〃
　
　
　
〃
　
　
　
東
三
丁
目
三
番
地
二
十
五
　
　
　
　
山
崎
　
直
司

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
二
丁
目
三
番
地
二
十
三
　
　
　
　
相
馬
喜
久
男

〃
　
　
　
〃
　
　
　
東
二
丁
目
五
番
地
三
十
四
　
　
　
　
倉
石
　
健
司

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
二
丁
目
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
山
本
　
　
宏

男
鹿
市
角
間
崎
字
楢
沢
十
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
藤
　
俊
人

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
下
川
原
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
金
一

山
本
郡
三
種
町
浜
田
字
堂
前
二
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
桧
森
　
雄
二

〃
　
　
　
〃
　
鹿
渡
字
高
屋
敷
家
ノ
前
八
十
三
番
地
　
　
鈴
木
　
敏
雄

三
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
一
丁
目
四
番
地
十
七
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
誠

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
一
丁
目
四
番
地
二
十
五
　
　
　
　
鎌
田
　
金
信

男
鹿
市
松
木
沢
字
鵜
木
境
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
玉
　
忠
義

四
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
一
丁
目
四
番
地
十
七
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
誠

〃
　
　
　
〃
　
　
　
西
一
丁
目
四
番
地
二
十
五
　
　
　
　
鎌
田
　
金
信

男
鹿
市
松
木
沢
字
鵜
木
境
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
玉
　
忠
義

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
仙
北
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
藤
木
字
乙
板
杭
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
勝
美

〃
　
　
下
深
井
字
北
下
深
井
四
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
徳
蔵

〃
　
　
〃
　
　
字
北
田
四
十
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
粟
津
　
隆
一

〃
　
　
六
郷
西
根
字
沼
福
田
四
十
五
番
地
二
　
　
　
　
　
進
藤
　
　
功

〃
　
　
下
深
井
字
南
谷
地
六
十
三
番
地
三
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
　
昇

〃
　
　
藤
木
字
乙
新
藤
木
百
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
吉
友

〃
　
　
川
目
字
川
目
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
藤
　
一
洋

大
仙
市
和
合
字
落
合
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
祥
一

〃
　
　
大
曲
字
小
貫
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
農
夫
雄

〃
　
　
〃
　
字
下
高
畑
二
十
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
周
作

〃
　
　
東
川
字
前
田
表
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
定
夫

〃
　
　
飯
田
字
家
ノ
前
百
五
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
a
野
専
太
郎

〃
　
　
橋
本
字
田
中
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
村
　
一
彦

仙
北
郡
美
郷
町
野
中
字
上
明
子
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
畑
山
　
傳
一

〃
　
　
〃
　
　
六
郷
字
葭
原
二
十
九
番
地
一
　
　
　
　
飛
澤
龍
右
エ
門

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
六
郷
西
根
字
沼
福
田
四
十
五
番
地
二
　
　
　
　
　
進
藤
　
　
功

〃
　
　
藤
木
字
乙
板
杭
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
勝
美

〃
　
　
下
深
井
字
北
田
四
十
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
粟
津
　
隆
一

〃
　
　
藤
木
字
乙
新
藤
木
百
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
吉
友

〃
　
　
下
深
井
字
北
下
深
井
四
十
番
地
一
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
徳
蔵

〃
　
　
〃
　
　
字
南
谷
地
六
十
三
番
地
三
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
　
昇

〃
　
　
大
曲
字
小
貫
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
農
夫
雄

〃
　
　
〃
　
字
下
高
畑
二
十
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
周
作

〃
　
　
東
川
字
前
田
表
二
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
富
樫
　
定
夫

〃
　
　
川
目
字
川
目
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
藤
　
一
洋

〃
　
　
和
合
字
落
合
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
祥
一

〃
　
　
飯
田
字
家
ノ
前
百
五
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
a
野
専
太
郎

〃
　
　
橋
本
字
田
中
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
村
　
一
彦

仙
北
郡
美
郷
町
野
中
字
上
明
子
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
畑
山
　
傳
一

〃
　
　
〃
　
　
六
郷
字
葭
原
二
十
九
番
地
一
　
　
　
　
飛
澤
龍
右
エ
門

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
下
深
井
字
新
百
年
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
慶
市

〃
　
　
飯
田
字
家
ノ
前
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
忠
一

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
東
根
字
上
雀
柳
六
番
地
　
　
　
　
　
田
口
　
梅
夫

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
下
深
井
字
新
百
年
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
橋
　
慶
市

〃
　
　
飯
田
字
家
ノ
前
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
忠
一

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
東
根
字
上
雀
柳
六
番
地
　
　
　
　
　
田
口
　
梅
夫

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
雄
物
川
筋
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款

変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
十
月
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
境
町
北
部
地

区
経
営
体
育
成
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
二
日

ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
横
手
市
役
所
　
横
手
地
域
局

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
羽
後
町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ

い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
湯
沢
市

か
ら
な
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の

で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
土
地
改
良
事
業
（
落
合
地
区
基
盤
整

備
促
進
事
業
）
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
六
日

ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
湯
沢
市
役
所

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
六
号

平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日
付
け
秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
号
で
、

秋
田
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
三

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
し
て
、
秋
田
県
指
定
文
化
財
を
解
除
し
た

次
の
秋
田
県
指
定
史
跡
に
つ
い
て
、
秋
田
県
文
化
財
保
護
条
例
の
解
釈
に
誤

り
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

教

育

委

員

会

告

示
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公

安

委

員

会

告

示

名
　
称

如
斯
亭

員
　
　
数

木
造
萱
葺
平
屋
建

住
家
一
棟
　
五
六

坪
一
合
五
勺

附
属
茶
室
木
造
柿

葺
平
屋
建
亭

二
坪
五
合
五
勺

庭
園
　
一
、
二
一

三
坪

所

在

地

秋
田
市
旭
川
南

町
八
十
六
番
地

一
ほ
か

所
有
者

丸
野
内
　
駿

ほ
か

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
1
3
9
号

警
備
業
法
（
昭
和
4
7
年
法
律
第
1
1
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
2
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下

「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

5
8
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い
う
。
）
第

２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
1
9
年
1
0
月
2
6
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務

２
　
実
施
期
間

平
成
1
9
年
1
2
月
1
2
日
（
水
）
か
ら
同
月
1
4
日
（
金
）
ま
で
の
３
日
間

３
　
実
施
場
所

秋
田
市
寺
内
神
屋
敷
３
番
１
号

秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー

４
　
受
講
定
員

3
0
人
（
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
申
込
み
を
打
ち
切
る
。
）

５
　
受
講
資
格
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
当
該
講
習
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分

に
係
る
法
第
2
2
条
第
２
項
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者

証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
又
は
講
習
規
則
第
７
条
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」

と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
。

（
１
）
最
近
５
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

（
２
）
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
7
年
国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
2
0
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る

１
級
の
検
定
（
当
該
講
習
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
2
3
条
第
４
項
の
合
格
証

明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

（
３
）
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
当
該
講
習
の
警
備
業

務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合

格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
講
習
の
区

分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

（
４
）
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
6
1
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下

「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検

定
（
当
該
講
習
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

（
５
）
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
当
該
講
習

の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と

い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、

継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
講
習
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て

い
る
者

６
　
受
講
申
込
手
続

（
１
）
事
前
申
込

ア
　
予
約
専
用
電
話
に
よ
る
受
付

（
ア
）
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
講
習
予
約
者
」
と
い
う
。
）

は
、
事
前
に
予
約
専
用
電
話
（
電
話
0
1
8
-8
6
3
-1
1
1
1
内
線
3
0
4
3
、

3
0
4
4
）
に
電
話
を
行
い
、
講
習
の
予
約
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
代
理
人
に
よ
る
予
約
は
受
け
付
け
な
い
。

（
イ
）
電
話
に
よ
る
予
約
（
以
下
「
電
話
予
約
」
と
い
う
。
）
は
、
平

成
1
9
年
1
1
月
５
日
（
月
）
か
ら
同
月
７
日
（
水
）
ま
で
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
を
除
く
。
）

の
間
に
行
う
こ
と
。

イ
　
予
約
番
号
の
告
知

電
話
を
行
っ
た
者
が
受
講
対
象
者
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
予

約
番
号
を
告
知
す
る
。

ウ
　
留
意
事
項

（
ア
）
予
約
受
付
時
間
外
に
よ
る
予
約
は
受
け
付
け
な
い
。

（
イ
）
電
話
１
回
に
つ
き
、
１
名
の
予
約
を
受
け
付
け
る
。

（
ウ
）
電
話
予
約
の
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
定
員
に
達
し
た
場
合

は
、
そ
の
時
点
で
受
付
を
締
め
切
る
。

（
２
）
受
講
申
込
書
の
提
出

ア
　
提
出
要
件

講
習
の
申
込
み
は
、
電
話
予
約
に
よ
り
予
約
番
号
を
取
得
し
た
講

習
申
請
者
が
行
う
こ
と
。

イ
　
提
出
期
間

平
成
1
9
年
1
1
月
1
9
日
（
月
）
か
ら
同
月
2
2
日
（
木
）
ま
で
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間

ウ
　
提
出
先

県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課

エ
　
提
出
書
類

（
ア
）
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

写
真
１
枚
（
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
3
.0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
.4
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
）
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

（
イ
）
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通

（
ウ
）
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
い
ず
れ
か
の

書
面
　
１
通

ａ
　
前
記
５
(1)に

該
当
す
る
者

最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
３
年
以

上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書
面
（
以

下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
履
歴
書

ｂ
　
前
記
５
(2)に

該
当
す
る
者

１
級
検
定
（
２
号
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
合
格
証
明
書
の
写
し

ｃ
　
前
記
５
(3)に

該
当
す
る
者

２
級
検
定
（
２
号
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続

し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明

す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

ｄ
　
前
記
５
(4)に

該
当
す
る
者

旧
１
級
検
定
（
２
号
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
格
証
の
写
し

ｅ
　
前
記
５
(5)に

該
当
す
る
者

旧
２
級
検
定
（
２
号
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継

続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎

明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

（
エ
）
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状
　
１
通

７
　
講
習
手
数
料

1
4
,0
0
0
円

受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
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８
　
そ
の
他

（
１
）
講
習
初
日
の
受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
3
0
分
か
ら
午
前
８
時
5
0
分

ま
で
と
す
る
。

（
２
）
講
習
に
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

（
３
）
講
習
終
了
後
、
筆
記
方
式
の
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項

を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す

る
。

（
４
）
講
習
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課

（
電
話
0
1
8
-8
6
3
-1
1
1
1
内
線
3
0
4
3
、
3
0
4
4
）
又
は
最
寄
り
の
警
察

署
生
活
安
全
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


